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財務省等が東京地検等に任意提出した文書・準文書にかかる情報公開法 8条に基づく
存否応答拒否決定の取消等請求事件

事実の概要

　Ｘ（控訴人・原告）は、行政機関の保有する情
報の公開に関する法律（以下「法」）3条に基づき、
財務大臣及び近畿財務局長に対し、特定学校法人
への国有地売却に関連する被疑事件捜査につい
て財務省及び近畿財務局（以下「財務省等」）が東
京地方検察庁（以下「東京地検」）または大阪地方
検察庁（以下「大阪地検」。あわせて「東京地検等」）
に対して任意提出した一切の文書及び準文書（控
え・還付分を含む）の開示請求を行った（財務大臣
分につき令和 3年 8月 11 日、近畿財務局長分につき
同月 12 日。以下「本件開示請求」。請求にかかる文
書を「本件各請求対象文書」。なお、本件各請求対象
文書中の目録掲記の各被疑事件〔以下「本件各被疑
事件」〕については、いずれも大阪第一検察審査会に
より平成 31 年 3 月 15 日付けで一部被疑者につき不
起訴相当、その余の被疑者につき不起訴不当が議決
され、その後大阪地検検察官は、令和元年 8月 9 日
付けで不起訴不当議決の被疑者につき再度不起訴処
分としている）。
　財務大臣及び近畿財務局長は、本件開示請求に
対し、文書の存否を答えるだけで法 5条 4 号所
定の不開示情報（以下「4号不開示情報」）を開示
することになるとして、法 8条及び法 9条 2 項
に基づきその存否を明らかにしない（存否応答拒
否）で不開示とする各決定を行った（財務大臣分
につき令和 3年 9月 10 日付け、近畿財務局長分につ
き同年 10 月 11 日付け。以下「本件各不開示決定」）。
　本件は、ＸがＹ（国。被控訴人・被告）に対し、
本件各不開示決定の取消しを求める事案である

（提起は令和 3年 10 月 29 日）。
　原判決（大阪地判令 5・9・14LEX/DB25573118）は、
本件各不開示決定が法 8条の存否応答拒否の要
件を満たし適法であると判示し、Ｘの請求をいず
れも棄却。Ｘが控訴。

判決の要旨

　認容。
　１　本件各不開示決定はいずれも違法。以下の
理由により取り消す。
　２　(1)　法 8条所定の存否応答拒否には、「当
該行政文書の存否を回答すること自体から不開示
情報を開示したこととなる場合のみならず、当該
行政文書の存否に関する情報と開示請求に含まれ
る情報とが結合することにより、当該行政文書の
存否を明らかにするだけで、不開示情報を開示し
たこととなる場合も含まれる」。
　(2)　法 8 条は「法 5条 3 号及び 4 号が規定す
るような行政機関の長の裁量を尊重した規定ぶり
になっていない上、……存否応答拒否処分は例外
的な取扱いと位置づけていて、同処分の採否につ
き行政機関の長の裁量を認めていない」。「仮に存
否応答拒否ができない場合であっても、行政機関
の長は、文書の存在を明らかにした上で、法 5条
各号に基づく不開示決定をすることが可能」。そ
うすると、法 8条への「司法審査は、当該行政
文書の存否を回答すること自体から不開示情報を
開示することになるか否か、行政文書の存否に関
する情報と開示請求に含まれる情報とが結合する
ことにより、当該行政文書の存否を明らかにする
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だけで不開示情報を開示することとなるか否かを
客観的に判断すべき」。
　３　(1)　ア　本件各請求対象文書の存在が明
らかになれば、本件各被疑事件について、開示請
求日までに、財務省等から東京地検等に対し、「本
件各請求対象文書が任意提出されて、これが後に
財務省等に還付されたこと、又は財務省等におい
て任意提出した際に写しが作成されていたことが
推知される」。他方、本件各請求対象文書の不存
在が明らかになれば、同様に「本件各請求対象文
書が任意提出されていないこと、又は任意提出は
されたものの、その還付がされておらず、かつ写
しも作成されていないことが推知される」（当該
推知情報をあわせて以下「本件推知情報」）。
　イ　本件推知情報に加えて、本件各開示請求の
ような概括的請求の場合、「対象文書が存在する
場合はもとより、そもそも対象文書を作成又は取
得していないとき以外の対象文書不存在の場合、
すなわち対象文書を作成又は取得したが、その後
これを廃棄した場合や、対象文書を任意提出した
が、還付されておらず、かつその写しを作成して
いない等の場合」にも、不開示決定の不存在の理
由として「対象文書の名称等の特定情報（以下「文
書特定情報」という。）が通知され」る。
　(2)　本件推知情報について検討すると、「本件
各被疑事件については、令和元年 8月 9 日に不
起訴処分がなされており、その時点でその捜査は
終結しているから、本件各不開示請求及び本件各
不開示決定がなされた令和 3年 8月ないし 10 月
時点で、本件各被疑事件の捜査や控訴の維持等に
支障を及ぼすおそれがあるということはできな
い」。
　(3)　法 8条は、「対象文書の内容を考慮するこ
となく、対象文書の存否の応答自体によって不開
示情報の規定により保護しようとしている利益が
損なわれることを防ぐ目的で規定されて」おり、
「対象文書の存否の応答に伴い通知される文書特
定情報まで考慮することを想定して」いない。「ま
た、対象文書が不存在の場合にも、対象文書を作
成又は取得していない場合以外は対象文書に係る
文書特定情報は通知される」。
　法 5条 4 号における「行政機関の長の裁量が
尊重されるとしても、本件各被疑事件は、財務省
等の行政機関内部における行政文書の改ざんや毀
棄を内容とするものであり、捜査機関が、改ざん

等の対象となった文書自体や、その前後の行政機
関内部における命令、指示、連絡、会議及び打合
せ等の状況の裏付けとなる文書を証拠として取得
しようとすることは、捜査手法としてごく一般的
なものである」。また、捜査機関が財務省等に任
意提出を求める際は「網羅的なものとせざるを得
ず」、他方、任意提出に応じる範囲は財務省等の
判断に委ねられているから、任意提出文書が明ら
かになっても、「これによって捜査機関の本件各
被疑事件と同種事犯に対する捜査方針や意図が明
らかになるとはいえない」。さらに「本件各被疑
事件における任意提出の結果のみの分析から他の
同種事犯にも通用する法則性を見出すのは困難」
であり、文書特定情報が通知され任意提出の範囲
が明らかになっても、「他の同種事犯にも通用す
る法則性のある捜査手法や捜査機関の関心事項等
といった捜査機関にとって機密性の高い情報が推
知されるものとは考え難く、将来の同種事犯のみ
ならず犯罪一般の捜査等に支障を及ぼすおそれが
あるものとも認められない」。
　(4)　なお、任意提出文書については、「訴訟に
関する書類」として情報公開法の適用除外となる
余地がある（刑訴法 53 条の 2）。その場合、「情報
開示請求制度の適用対象外である旨の理由を付し
て、法 9条 2 項の開示しない旨の決定をすべき
ものであ」るから、「訴訟に関する書類」に該当
する可能性があることは、法 8条による存否応
答拒否の判断を左右するものではない。

判例の解説

　一　法 8 条と法 9 条の関係
　判旨２(1) は存否応答拒否が許容される場合を
判示するが、この点はＸ・Ｙも同様の立場をとる。
もっとも、ここでＸは、法 8条の存否応答拒否が
法 5条各号の不開示事由を前提とした 5条各号
での判断及び当該「結合」の場合のみに「限られる」
と主張していた。これに対しＹは、法 5条各号の
判断に限定されず、法8条の判断余地として別途、
特定に関する情報まで考慮できるとする。
　存否応答拒否については、開示請求対象文書の
存在を認めてすべてを不開示とする処分との同一
性が認められる（法 9条 2項括弧書き）。しかし両
者の考慮要素は異なり、その判断が完全に一致す
るとは限らない。そして存否応答拒否の性格上、
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法 9条 2 項の開示請求者への書面通知義務につ
いても、通知の際の文書特定情報にかかる考慮内
容及び程度が異なることになる（判旨３(3)）。原
判決と比べると本判決は、法 9条と法 8 条の関
係を強調・重視した判断を示す。この点は判旨３
(4) 部分にも顕著であり、原判決との対照性をよ
り際立ったものにしている。

　二　法 8 条における不開示事由の判断枠組み
　概括的請求（判旨３(1) イ）について本判決は、
法8条の存否情報に対象文書の名称等の情報とし
ての特定情報も含まれるとしたＹの主張、またこ
れを支持した原判決の判断を退けた。本件のよう
な事案ではＸは概括的請求しかなしえないが、本
判決は、法 8条の要件と特定問題とをＹが混同し
ているとする主張に応じたものと考えられる。こ
の点は本判決の特色のひとつである。本件では「特
定に関する情報」が争点化していたため、先にみ
た「通知」とのかかわりからする判断が示された
と考えることもできる。
　そうすると、そもそも法 8条の存否情報とし
て何を考慮しうるのか、その枠組みへの理解が問
われる。法 8条における法 5条の不開示情報該
当性判断については、従前から「二元説・二元的
理解」と「一元説・一元的理解」の別が説かれて
いる。
　いわゆる二元説の立場は、法 8条が文書の存
否を答えることによって開示することとなる観念
的な情報（必ずしも開示請求対象文書に記載がない）
を対象として不開示の判断をすることも想定して
いると説く。他方、いわゆる一元説の立場は、存
否応答拒否は不開示情報の範囲を拡大するもので
はなく、存否応答拒否ができるのは、仮に文書が
存在する場合にも不開示情報に該当する、不開示
情報の範囲と重なると考える立場とされる１）。

　三　法 8 条における司法審査のありかた
　判旨２(2) において本判決は、「例外的な取扱い」
を定める法 8条には、4号不開示情報で許容され
る「行政機関の長の裁量」は存在しないと判示す
る。Ｙの主張を否定したうえで、さらに裁判所に
よる「客観的」な判断のありかたをも示す。
　たしかに、存否応答拒否における「裁量」は否
定されるべきである。そもそも法 8条について
は、立法過程段階から濫用の可能性が懸念されて

いた。それでも最終的に情報公開法要綱案２）に
存否応答拒否規定が盛り込まれた理由は、存否応
答拒否の場合も行政手続法に基づく理由付記がな
され、行政不服審査法による救済が図られること、
また審査会の運用問題となるがインカメラ審理
（を行ったことは明らかにできないが、それ）が必要
となること等にあるとされる３）。それでも現実・
運用面からみると、存否応答拒否は抑制的に用い
られるべきこと、また標準的な判断方法の不在等
の課題も指摘されている４）。
　本判決が示す裁判所による「客観的」な判断は
可能か。その担保は不透明である。情報公開訴訟
で裁判所がインカメラ審理をなしえないことか
らすれば５）、行政訴訟における存否応答拒否の妥
当性の検討は審査会の場合以上に困難であり、さ
らにインカメラ審理が可能である審査会において
も、一般に公表される答申上では文書の存否を明
らかにできず、答申書の記述も抽象的にならざ
るをえないといわれる６）。なお、本判決に先立つ
審査会答申令 6・3・29（令和 5年度（行情）答申
889 号）７）の判断をみても、こうした抽象感は否
めない。もっとも、インカメラ審理を行っている
審査会の判断とそうではない（であろう）本判決
とを比較した場合、両者は同じ帰結に至っている。
理由の組み立て・内容は完全に一致しないが、両
者は総じて整合性を欠いていない。
　判旨２(2) によれば、「客観的」な司法判断のあ
りかたは不開示情報を

4 4 4 4 4 4

開示するか否かにかかる。
そうすると、Ｙの主張を容れて行政機関の長が特
定情報を回答することによる支障を

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

法 8条の該
当判断で考慮できるとした原判決と、本判決の判
断は対照的に思える。もっとも、先の法 8条で
の「裁量」という言い回しを「判断の余地」に置
き換えてみると、原判決がいわゆる二元説を支持
したと捉えることは格別、本判決では単純にＸの
主張が追認されたようにも思えない。そもそも法
8条における「結合」の不明瞭さに加えて、4号

4 4

不開示情報の
4 4 4 4 4 4

回答にかかる支障がいわゆる一元説
の完全な射程外となるのかについても、確信は得
られない。ここでの原判決との相違をもって、本
判決がいわゆる一元説を支持したと断言すること
は困難だろう。

　四　本件各不開示決定の違法性
　本件の難解さは、不存在決定ではなく存否応答
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拒否決定が争われている点に求められる。判旨２
(1) では法 8条の解釈が示されるが、わけてもこ
こでの「結合」はすぐれて観念的であり、その理
解・把握は容易ではない。
　判旨３(3) が示すように、法 8条の目的は（本
件では）法 5条 4号の保護利益を損なわないこと
にある。この点で本判決は、文書の存在が明らか
になった場合と不存在が明らかになった場合とを
区分して「本件推知情報」として整理する一方、
法 9条ならびに理由提示の観点から「文書特定
情報」の概念を立てて区分・検討を試みた。こう
した判断枠組みは本件での争点化に応じたものと
いえるが、「結合」の一端をうかがうことを可能
にする意味では一定の評価に値すると思われる。
　本判決の判旨３(2) にみられる判断は明瞭であ
る。この点も本判決の大きな特色となる。本件各
被疑事件の終結という事実を踏まえ、さらに判旨
３(3) に進むと、4号不開示情報における考慮要
素である同種事犯にかかる、あるいは将来的に生
じうる「おそれ」についても本判決は否定する。
説得的な判断だろう。もっとも、判旨３(3) 部分
で本判決が本件各被疑事件の性格に（あえて）触
れた点には注意を要するかもしれない。ここでは、
森友文書問題をめぐる一連の訴訟に固有の判断要
素が前提となる余地も排除できない８）。

　五　先例との比較、本判決の意義
　そもそも法 8 条に関する裁判例は多くない。
またその多くが法 5 条 1 号該当性に関する事例
とされる９）。さらに取消判決になると限られる。
その代表的なものとして東京地判平 19・9・20
判時 1995 号 78 頁、同控訴審・東京高判平 20・
5・29 判例集不登載（控訴棄却）があるが、これ
らは法 5 条 3 号及び 6 号該当性に関する事案で
ある 10）。
　なお、本件でＹは、捜査の密行性等の観点から
する「おそれ」を主張していた。これは法 5条 4
号該当による存否応答拒否について説かれる従前
からの具体例に対応する 11）。当該「おそれ」に
ついての原判決との対比も含め、前述のような諸
理由ないし判断枠組みを示したことが本判決の意
義だろう。のみならず、そもそも法 8条におけ
る法 5条 4 号該当性の司法判断として稀有であ
る点にもその有意性が認められる。

　六　本判決後の動向
　2025 年 4 月の報道によれば、財務省は本判決
を受けて、1年をかけて約 17 万ページに及ぶ資
料と電子データを開示する方針を示した。しかし
その第一弾となる約 2000 ページ分の開示後、番
号が振られた開示文書についての欠落があること
が弁護団によって指摘された。同月に弁護団は、
財務省への説明を求める申し入れを行っている。
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